
 

 

 

 

施 設 名 所 在 地 施設種別 

た ぶ せ 苑 

や ま と 苑 

光 富 士 白 苑 

松 寿 苑 

ほ し の さ と 

天 王 園 

友 愛 園 

や ま な み 荘 

福 寿 荘 

や す ら ぎ 苑 

と く ぢ 苑 

周南市 鼓海 園 
 

（１２ 施設 ） 
 

 山口県熊毛郡田布施町大字宿井４０６ 

 山口県光市岩田２６７ 

 山口県光市虹ヶ浜二丁目５－７ 

 山口県下松市大字来巻９４４－１ 

 山口県下松市生野屋南一丁目１３－１ 

 山口県周南市大字大河内１１０９－２ 

 山口県周南市大字須々万本郷２８－１ 

 山口県周南市大字鹿野上２７５５－１ 

 山口県周南市大字米光３６１ 

 山口県周南市大字湯野１５８ 

 山口県山口市徳地八坂１３３０ 

 山口県周南市孝田町１－３８ 

 特別養護老人ホーム 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

 

 

 

 

 

 

［ 取組の経緯 ］ 

 周南地区に所在する介護老人福祉施設で介護保険等に関する各施設同士の意見交換 

の場として周南地区介護老人福祉施設運営懇談会が、組織された。 

 災害時における入所者の処遇等については、各施設で不安を感じていたことから、 

懇談会の場で、施設間での協力について、提案、検討された。 

 

［ 取組の状況 ］ 

 周南地区介護老人福祉施設運営懇談会に加盟する施設において、協定を締結。 

 被災の程度や入所者の人数等は、その時の状況によって異なることから、詳細につ 

いては、災害時に協議し、決定することとし、当該協定では、加盟施設が相互に協力 

することを趣旨として、取り決めた。 

 

 

 

［ 取組の概要 ］ 
 

 周南地区に所在している施設を主体に、特別養護老人ホーム１２施設で、災害時 

における入所者の処遇等についての協力を約した、施設間協定を締結している。 

［ソフト対策］（同種施設間協力の取組） 

  非常災害時相互応援協定の締結  

【事例⑤】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、周南地区介護老人福祉施設運営懇談会（以下「運営懇談会」

という。）加入施設が被災した場合、当該施設の要請に応じて、加入施設が相互に

協力して被災施設の応援をすることについて必要事項を定めることを目的とする。 

 

（対象とする災害） 

第２条 火災や地震、風水害等により被災し、被災施設だけでは、入所者の処遇や

復旧が困難な災害を対象とする。 

 

（相互応援の内容） 

第３条 この協定による相互応援の内容は、被災のため一時的に処遇が困難になっ

た入所者の受け入れ、復旧に必要な人的及び物的な応援など総合的な応援援助を行

う。 

 

（協定書細目） 

第４条 この協定を、より実効性のあるものとするため、別に非常災害時相互応援

協定書細目を定める。 

 

（協議） 

第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定の変更若しくは疑義が生じたと

きは、運営懇談会で協議決定する。 

 

（協定書の保管） 

第６条 この協定を証するため、運営懇談会加入施設長がそれぞれ押印し、各自１

通を保管する。 

 

  附則 

この協定は平成２１年１月２０日から効力を生ずる。 

 

協定締結日 

 平成２１年１月２０日 

非常災害時相互応援協定書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この細目は、非常災害時相互応援協定をより実効性のあるものとするため

に必要な事項について定めることを目的とする。 

 

（相互応援） 

第２条 協定に参加する施設は、被災施設から応援の要請があった場合は、可能な

限りその要請に応えられるよう努めるものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 応援に要した費用のうち、人的な応援については、応援側の負担とし、そ

の他の費用については協議の上決定する。 

 

（災害の補償） 

第４条 この協定による応援により、万一負傷等の人身事故が生じた場合には、応

援側が補償（労働者災害補償保険法に基づく申請）する。 

 

（その他） 

第５条 その他必要事項については、周南地区介護福祉施設運営懇談会で協議決定

する。 

 

  附則 

この協定は平成２１年１月２０日から効力を生ずる。 

非常災害時相互応援協定書細目 


